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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取付板と支持板と有した基枠体の該支持板の上部と下部に鉤部材が枢軸を介して傾動可
能に枢支され、該支持板に沿って連動杆が該鉤部材を傾動させるように摺動可能に配設さ
れ、該取付板の一部にシリンダ錠がその錠軸を基枠体内に向けて取り付けられ、該シリン
ダ錠の錠軸にはカム板が該連動杆と係合可能に取り付けられ、該基枠体の取付板が扉側に
固定され、本体側に固定した受け金具の係合部に該鉤部材が係止されて施錠されるゲーム
機の施錠装置において、
　該支持板の上部と下部には各々１対の鉤部材が相互に上下からその係合凹部を向き合う
ように傾動可能に枢支され、該受け金具の係合部を上下から挟むように該１対の鉤部材が
係合して施錠される施錠装置であって、
　該各対の鉤部材における上側の鉤部材は、その元部が枢軸により上側に傾動可能に軸支
され、該下側の鉤部材は、その中間部が枢軸により下側に傾動可能に軸支され、前記連動
杆には該上側の鉤部材の中間部と係合可能な上係合部が設けられると共に、該下側の鉤部
材の末端部と係合可能な下係合部が設けられ、該各対の各鉤部材には該各鉤部材を傾動状
態から水平となる施錠側に付勢するコイルばねがかけられ、前記扉の閉鎖時に、該上下の
各対の該鉤部材が前記本体側の受け金具に接触して、該各鉤部材に傾動方向の力が印加さ
れたとき、該各々の鉤部材が独立して傾動可能に構成され、該連動杆の解錠側への摺動時
、各対の該上側の鉤部材が上側に傾動し、該下側の鉤部材が下側に傾動して、解錠される
ことを特徴とするゲーム機の施錠装置。
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【請求項２】
　前記全ての鉤部材と前記連動杆が前記支持板の外側に配置されたことを特徴とする請求
項１記載のゲーム機の施錠装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スロットマシン、パチンコ機などのゲーム機に使用される施錠装置に関し、特
に、扉と本体（キャビネット）の隙間から針金などを差し込んで鉤部材を動かして行う不
正解錠を効果的に防止し得るゲーム機の施錠装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
スロットマシン、パチンコ機などゲーム機の施錠装置として、キャビネットの前面にヒン
ジを介して開閉可能に取り付けられた前扉を施錠するために、前扉の内側に縦に装着され
、キャビネット側に取り付けた受け金具にフック状の鉤部材を係止させて施錠する施錠装
置が、従来一般に使用されている。
【０００３】
この施錠装置は、通常、取付板と支持板を横断面略Ｌ形またはコ字形に成形してなる縦長
の基枠体を有し、その支持板の上部と下部に、鉤部材を傾動可能に枢支し、基枠体内に摺
動可能に配設した連動杆により上下の鉤部材を連結し、基枠体の取付板の中間部にシリン
ダ錠が取り付けられ、その錠軸の先端に取り付けたカム板を連結杆に連結させ、シリンダ
錠のキー操作によりカム板を回動させ、連動杆を介して上下の鉤部材を下側に傾動させ、
解錠する構造である。また、連結杆には鉤部材を施錠側に付勢するコイルばねが掛止され
、前扉をキャビネットに対し閉鎖した時、鉤部材が受け金具の縁部に当って傾動しながら
、係止状態となり、コイルばねの付勢力で、鉤部材が係止位置に戻り、施錠状態となるよ
うに動作する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ゲーム機には、殆ど全てに上記のような構造の施錠装置が装着されており、正常なキーを
用いてシリンダ錠を操作して、施錠装置を解錠しなければ、ゲーム機の前扉は、殆ど開く
ことが不可能である。しかしながら、前扉とキャビネットの隙間から針金などを差し込み
、連結杆や鉤部材を動かして不正解錠が行なわれ、上記のような不正行為が行われる問題
があった。
【０００５】
このため、従来、ゲーム機の前扉を施錠する施錠装置において、前扉を鉤部材により施錠
した状態で、その鉤部材を連結する連動杆を不正解錠禁止機構とクラッチ機構によってロ
ックし、不正解錠を防止する施錠装置が、特開2001-38026号公報等により提案されている
。しかしながら、上記従来の施錠装置は、不正解錠禁止機構とクラッチ機構が複雑な構造
であるため、部品の加工工数が増大すると共に、部品点数も多く、部品の組付作業時にも
多くの工数が必要となる等の問題があった。
【０００６】
また、特開2001-342763号公報などにおいて、上部の鉤部材と下部の鉤部材を独立して傾
動可能な構造とする共に、何れか一方の鉤部材を針金などで引っ掛けて傾動させた場合で
も、他方の鉤部材は連動しないようにして、針金などを使用した不正解錠を防止する施錠
装置が提案されているが、この種の施錠装置は構造的に鉤部材やそれを連結する連結杆が
前扉とキャビネットの開口隙間に近い箇所に配置されるため、やはり針金などで不正解錠
される虞があった。
【０００７】
本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、強固な施錠力を発揮し、不正解錠を防止す
ることができるゲーム機の施錠装置を提供することを目的とする。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明のゲーム機の施錠装置は、取付板と支持板と有した
基枠体の支持板の上部と下部に鉤部材が枢軸を介して傾動可能に枢支され、支持板に沿っ
て連動杆が鉤部材を傾動させるように摺動可能に配設され、取付板の一部にシリンダ錠が
その錠軸を基枠体内に向けて取り付けられ、シリンダ錠の錠軸にはカム板が連動杆と係合
可能に取り付けられ、基枠体の取付板が扉側に固定され、本体側に固定した受け金具の係
合部に鉤部材が係止されて施錠されるゲーム機の施錠装置において、支持板の上部と下部
には各々１対の鉤部材が相互に上下からその係合凹部を向き合うように傾動可能に枢支さ
れ、受け金具の係合部を上下から挟むように１対の鉤部材が係合して施錠される施錠装置
であって、各対の鉤部材における上側の鉤部材は、その元部が枢軸により上側に傾動可能
に軸支され、下側の鉤部材は、その中間部が枢軸により下側に傾動可能に軸支され、連動
杆には該上側の鉤部材の中間部と係合可能な上係合部が設けられると共に、下側の鉤部材
の末端部と係合可能な下係合部が設けられ、各対の各鉤部材には各鉤部材を傾動状態から
水平となる施錠側に付勢するコイルばねがかけられ、前記扉の閉鎖時に、上下の各対の鉤
部材が前記本体側の受け金具に接触して、各鉤部材に傾動方向の力が印加されたとき、各
々の鉤部材が独立して傾動可能に構成され、連動杆の解錠側への摺動時、各対の上側の鉤
部材が上側に傾動し、下側の鉤部材が下側に傾動して、解錠されることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、上記施錠装置においては、全ての鉤部材と連動杆を支持板の外側に配置するよ
うに構成することができる。
【００１１】
【作用】
上記構成の施錠装置では、本体（キャビネット）に対し扉（前扉）を閉じると、本体側の
受け金具の係合部に扉側の施錠装置の上下各１対の鉤部材が上下から挟むように係止され
て施錠される。このとき、上下各１対の鉤部材は、各々独立して傾動可能であるから、閉
鎖時に鉤部材が受け金具の係合部に当って容易に傾動して係止され施錠される。また、施
錠状態では、各対の鉤部材において、上側の鉤部材が係合部の上側から係合し、下側の鉤
部材が係合部の下側から係合して、受け金具の係合部の上下から１対の鉤部材が挟むよう
に係合して施錠されるから、強固な施錠力が発揮され、施錠状態を安定して保持すること
ができる。
【００１２】
一方、扉を解錠する場合は、キーをシリンダ錠に差込み回して、錠軸と共にカム板を回動
させ、カム板と係合する連動杆を解錠方向に摺動させて行う。このとき、連動杆の摺動に
より、連動杆と係合する上側の鉤部材は上側に傾動し、下側の鉤部材は下側に傾動し、上
下各対の鉤部材が間を開くように動作し、受け金具の係合部の上下両側に係合して鉤部材
が外れて、解錠される。
【００１３】
上下各対の鉤部材は、各々解錠方向に力が加えられた場合、解錠方向に独立して傾動する
ため、ゲーム機の本体と扉との隙間から針金などを差し込んで行う不正解錠では、上下各
対の全ての鉤部材を同時に解錠方向に引くことは不可能であるから、不正解錠を確実に防
止することができる。
【００１４】
また、連動杆を解錠方向に摺動させた場合、上下各対の鉤部材は連動杆の摺動によって解
錠方向に傾動するため、解錠することが可能となるが、連動杆と鉤部材は、本体と扉の隙
間から差し込まれた針金が届きにくい支持板の外側に位置するから、連動杆や鉤部材を針
金などで引いて摺動させることは困難となり、これによる不正解錠を防止することができ
る。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、スロットマシンに使用さ
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れる施錠装置の正面図を、図２はその右側面図を示し、図３はその背面図を示し、図４は
その左側面図を示している。１は施錠装置の基枠体であり、断面コ字状のチャンネル材（
溝形鋼）形状に形成され、その底部が取付板２として形成され、取付板２と直角に続く部
分が支持板３として形成される。支持板３は取付板２を正面から見て左側に形成される。
【００１６】
したがって、基枠体１が高い曲げ強度を有する溝形鋼形状につまり全体を通して断面コ字
状を有する長尺の溝形鋼状に形成され、使用時にはこの基枠体１の取付板２を前扉２１の
自由端側の内側に固定することによって、施錠装置の基枠体１は、前扉２１を強固に補強
する機能を有する。
【００１７】
図１に示すように、基枠体１の取付板２はその上部が段差をもって下側より少し幅広に形
成されて上部幅広部が形成されている。この上部幅広部と下側の標準幅部分との間の支持
板３に、間隙が形成され、その間隙を後述の連動杆４が挿通する構造である。また、その
上部幅広部の側部の支持板は、下側の支持板３とは隙間を介して分離し、分離支持板３ａ
として形成されている。一方、その支持板３の上部外側に１対のフック状の鉤部材５，６
が枢軸５ａ，６ａを介して傾動（回動）可能に枢支され、さらに支持板３の下部外側に１
対のフック状の鉤部材７，８が枢軸７ａ，８ａを介して傾動（回動）可能に枢支される。
【００１８】
上下１対づつのフック状の鉤部材５，６と鉤部材７，８は、各々係合凹部を向き合う状態
で、つまり後述の受け金具２２の係合部２３，２４に対し、各々上側から鉤部材５と７を
係合させ、下側から鉤部材６と８を係合させて、各係合部２３，２４を上下から挟むよう
に係止して施錠するように取り付けられている。
【００１９】
このように、受け金具２２の各々の係合部２３，２４に対し、その上下両側から鉤部材５
，６または鉤部材７，８を挟むように係止して施錠することにより、より強固につまりよ
り強固な耐扉開放保持力を持って施錠可能としている。
【００２０】
ここで、２対の鉤部材５，６，７，８における上側の鉤部材５，７は、最末端部を枢軸５
ａ，７ａで枢支されるが、下側の鉤部材６，８は、その中間部を枢軸６ａ，８ａによって
枢支されている。さらに、上側の鉤部材５，７の中間部には長孔状のガイド孔５ｂ、７ｂ
が形成され、全ての鉤部材５，６、７，８の末端部には、コイルばねを掛止するためのば
ね掛止部５ｃ，６ｂ、７ｃ，８ｂが形成されている。特に、鉤部材６，８のばね掛止部６
ｂ、８ｂは、後述の連動杆４の係合部４ｃ、４ｄがその上方移動時に係合して、鉤部材６
，８を下側に傾動させて解錠動作させる機能を持たせている。
【００２１】
上記のように、枢軸５ａで枢支された鉤部材５の末端のばね掛止部５ｃと後述の連動杆４
との間に、コイルばね１５が鉤部材５を係止方向（下側）に付勢するように掛け渡される
。また、枢軸６ａで枢支された鉤部材６の末端のばね掛止部６ｂと後述の連動杆４との間
に、コイルばね１６が鉤部材６を係止方向（上側）に付勢するように掛け渡される。鉤部
材５，６の中間部にはガイド突部５ｄ、６ｃが突設され、そのガイド突部５ｄ、６ｃを支
持板３側に設けた長孔３ｂに係合させて、鉤部材５，６の傾動範囲を水平位置から上また
は下への所定傾斜角度の傾動を可能としている。
【００２２】
同様に、枢軸７ａで枢支された鉤部材７の末端のばね掛止部７ｃと後述の連動杆４との間
に、コイルばね１７が鉤部材７を係止方向（下側）に付勢するように掛け渡される。また
、枢軸８ａで枢支された鉤部材８の末端のばね掛止部８ｂと後述の連動杆４との間に、コ
イルばね１８が鉤部材８を係止方向（上側）に付勢するように掛け渡される。鉤部材７、
８の中間部にはガイド突部７ｄ、８ｃが突設され、そのガイド突部７ｄ、８ｃを支持板３
側に設けた長孔３ｂに係合させて、鉤部材７，８の傾動範囲を水平位置から上または下へ
の所定傾斜角度の傾動を可能としている。
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【００２３】
一方、その支持板３の外側で且つ鉤部材５，６，７，８の外側に、帯状の連動杆４が摺動
可能に配設される。図５に示すように、連動杆４には、上部と下部にガイド孔４ａ，４ｂ
が設けられ、ガイド孔４ａにはガイドピン１３ａが挿入されて支持板３の外側に固定され
る。このガイドピン１３ａは鉤部材５のガイド孔５ｂにも挿通している。同様に、ガイド
孔４ｂにはガイドピン１３ｂが挿入されて支持板３の外側に固定される。このガイド孔４
ａ，４ｂとガイドピン１３ａ、１３ｂによって連動杆４の上下動がガイドされる。
【００２４】
このように、全ての鉤部材５，６、７，８と連動杆４を基枠体１の支持板３の外側に配置
することにより、後述のように、前扉２１とキャビネット２０との隙間に対して支持板３
の反対側に全ての鉤部材５，６、７，８と連動杆４を配置するようにし、支持板３が壁と
なって隙間から差し込まれた針金などが容易に鉤部材や連動杆４に達しないようにしてい
る。
【００２５】
一方、図５のように、連動杆４の上端部には後述のカム板９と係合可能な係合部４ｅが形
成され、さらに、連動杆４の鉤部材６，８に対応した箇所には、鉤部材６，８の枢軸６ａ
、８ａを逃がすための逃がし孔４ｇ，４ｈが形成されている。さらに、その連動杆４の逃
がし孔４ｇ、４ｈの近傍には、その上方への摺動時に、鉤部材５，７の中間部に当接して
それを上方に傾動させるための係合突部４ｅ，４ｆが内側に曲げて形成される。さらに、
その連動杆４の逃がし孔４ｇ、４ｈの近傍には、その上方への摺動時に、鉤部材６，８の
末端のばね掛止部６ｂ、８ｂに係合してそれを下側に傾動させるための係合突部４ｃ，４
ｄが突設されている。
【００２６】
したがって、図６に示すように、連動杆４を上方に摺動させると、係合突部４ｅ，４ｆが
鉤部材５，７の中間部に当接してそれを上方に傾動させ、同時に、その係合突部４ｃ，４
ｄが鉤部材６，８の末端のばね掛止部６ｂ、８ｂに係合してそれを下側に傾動させ、上部
の１対の鉤部材５と６及び下部の１対の鉤部材７，８はその間を開くように動いて解錠動
作する。この解錠動作はコイルばね１５～１８の付勢力に抗して行われ、連動杆４の上方
への操作力を消去すれば、２対の鉤部材５，６，７，８は図４の施錠位置に戻る。このよ
うに、１本の連動杆４の上下動により、２対の鉤部材５，６、７、８を開放動作と閉鎖動
作の両動作を行うことができる。
【００２７】
ところで、鉤部材５，６、７、８は、解錠方向に外部から力を受けた場合、独立して傾動
するように作動し、連動杆４とは連結された状態とはなっていない。すなわち、鉤部材５
，７は連動杆４の係合突部４ｅ，４ｆが鉤部材５，７の中間部に当接してそれを上方に傾
動させる構造であるから、鉤部材５と７はそれ自体が独自に傾動可能であり、鉤部材５ま
たは７に針金などを引っかけてそれを傾動させた場合、その鉤部材５または７が傾動する
のみで、他の鉤部材を動かすことはない。また、同様に、鉤部材６，８は、連動杆４の係
合突部４ｃ，４ｄがその末端のばね掛止部６ｂ、８ｂに係合してそれを下側に傾動させる
構造であるから、鉤部材６と８はそれ自体が独自に傾動可能であり、鉤部材６または８に
針金などを引っかけてそれを傾動させた場合、その鉤部材６または８が傾動するのみで、
他の鉤部材を動かすことはない。
【００２８】
したがって、針金などを使用して、鉤部材５，６，７，８を傾動させて不正解錠しようと
して、１個の鉤部材のみを解錠方向に動かしたとしても、他の３個の鉤部材は施錠状態に
あるから、解錠は全く不可能で、不正解錠を防止することができる。また、上下２対の鉤
部材５，６，７，８は、上述のように、受け金具２２の２個の係合部２３，２４の各々を
、その上下から挟むように係止してロックするから、施錠力は大きく、耐開放保持力は従
来の施錠装置に比べ格段に大きくなっている。
【００２９】
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一方、基枠体１の上部の支持板３ａの部分つまり取付板２の上部幅広部に、シリンダ錠１
０が前面に突き出す形態で取り付けられる。シリンダ錠１０は、異形筒状に形成され、末
端に大形のフランジ部を有し、取付板２に形成された異形孔に内側から挿入され、フラン
ジ部を取付板２の内側にねじで固定し、取り付けられる。シリンダ錠１０の錠軸の末端は
フランジ部を通して内側に突出し、その先端にカム板９が固定される。
【００３０】
カム板９には図８に示すように、第一係合部９ａと第二係合部９ｂが形成される。カム板
９を図８の反時計方向に回動した時、第一係合部９ａが上記連動杆４の上端部に設けた係
合部４ｅに係合可能であり、図８の時計方向に回動した時、第二係合部９ｂが後述のスイ
ッチ作動杆１２の長孔状の係合部と係合可能である。
【００３１】
スイッチ作動杆１２は、基枠体１の上部内側に、支持板３ａに沿って摺動可能に配設され
、ガイドピンと長孔の係合により上下摺動可能に支持される。一方、支持板３ａの内側に
は、光電スイッチ、近接スイッチなどからなる作動スイッチ１９が、例えばスロットマシ
ンのリセットスイッチ用などとして取り付けられる。
【００３２】
スイッチ作動杆１２の内側には、その上下移動時に作動スイッチ１９をオンオフさせるた
めの作動部１２ａが突出して設けられ、さらに、その下端部には手動のための操作部１２
ｂが左側に突き出して設けられる。スイッチ作動杆１２は基枠体１との間に掛け渡したコ
イルばね１４によって上方に付勢され、このコイルばね１４の付勢力に抗して作動する。
【００３３】
なお、基枠体１の下端の支持板３には、支持ローラ１１が回転自在に軸支され、この支持
ローラ１１は前扉２１の閉鎖時にキャビネット２０の底板上を転動し、前扉２１を持ち上
げるように支持する。
【００３４】
このように構成された施錠装置は、図９に示す如く、スロットマシンなどのゲーム機にお
いて、そのキャビネット２０に開閉可能に装着された前扉２１の自由端側の内側に、シリ
ンダ錠１０の先端を前面に露出させ、鉤部材５、６，７，８をキャビネット２０側に向け
、取付板２を用いて縦に取付けられる。
【００３５】
一方、キャビネット２０の内側の対応位置には縦長の受け金具２２が、キャビネット２０
の開口部の縦辺部全長にわたって固定される。この縦長の受け金具２２は、厚い高強度の
金属板で形成することにより、キャビネット２０の前面開口部を効果的に補強し、キャビ
ネット２０の軽量化を図ることができる。受け金具２２には、１対の鉤部材５、６と１対
の鉤部材７，８に対応した上下位置に、板状の係合部２３、２４が突設されている。
【００３６】
前扉２１をキャビネット２０に対し閉じると、図９のように、施錠装置の上部の１対の鉤
部材５、６がキャビネット２０側の受け金具の係合部２３に当って、その上側の鉤部材５
は上方に傾動し、その下側の鉤部材６は下方に傾動し、その後、各鉤部材５，６の係合凹
部が係合部２３を越えたとき、コイルばね１５、１６の付勢力により各鉤部材５，６が元
の水平状態に戻って係止され、施錠状態となる。同様に、下部の１対の鉤部材７，８は、
受け金具の下部の係合部２４に当って、その上側の鉤部材７は上方に傾動し、その下側の
鉤部材８は下方に傾動し、その後、各鉤部材７，８の係合凹部が係合部２４を越えたとき
、コイルばね１７、１８の付勢力により各鉤部材７，８が元の水平状態に戻って係止され
、施錠状態となる。このとき、連動杆４は動かずに、上部と下部の２対の鉤部材５，６，
７，８が各々独立して傾動し、係止状態となって施錠されるから、鉤部材５，６，７，８
の傾動は摩擦などの負荷が少ないために、極めて軽く動き、軽い動作で確実に施錠するこ
とができる。
【００３７】
前扉２１を解錠する場合は、図９に示すように、キーをシリンダ錠１０に差し込み右に回
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し、カム板９を図８のように反時計方向に回転させる。この動作により、図６に示すごと
く、カム板９の第一係合部９ａが連動杆４の係合部４ｅと係合してこれを上方へ摺動させ
、連動杆４の摺動時にその上係合部４ｅ、４ｆが各対の上の鉤部材５、７の縁部を上方に
押して上方に傾動させる。また同時に、連動杆４の下係合部４ｃ、４ｄが各対の下の鉤部
材６，８の末端のばね掛止部６ｂ、８ｂに係合してこれを下側に傾動させる。このように
図６のごとく、各対の鉤部材５，６と鉤部材７，８がその内側を開くように傾動し、この
鉤部材５、６，７，８の傾動動作によって、キャビネット２０側の受け金具２２の係合部
２３、２４との係合が外れ、前扉２１は解錠され開放可能な状態となる。
【００３８】
一方、ゲーム機では、そのキャビネット２０と前扉２１との隙間から針金などを差し込ん
で、不正解錠される場合がある。本施錠装置は、ゲーム機の正面に向かって、前扉２１の
右端の自由端側に取り付けられているから、ゲーム機の右側の隙間から針金などを差し込
み、その先端で鉤部材５，６，７，８や連動杆４を引っ掛けて、解錠方向に摺動させて、
不正解錠が行われやすい。
【００３９】
しかしながら、本施錠装置では、連動杆４と鉤部材５，６，７，８が基枠体１の支持板３
の外側（施錠装置の正面に向かって左側）に配設されているから、前扉の右側の隙間から
差し込まれた針金などは、支持板３が壁となって連動杆４や鉤部材５，６，７，８には達
しにくく、不正解錠を阻止することができる。
【００４０】
また、２対の鉤部材５、６、７，８は全て独立して傾動可能であり、何れかの鉤部材を針
金などで引っ掛けて解錠方向に傾動させた場合であっても、他の鉤部材は施錠状態を保持
するため、不正解錠を防止することができる。さらに、キャビネット側の受け金具の各係
合部２３，２４が、各々１対の鉤部材５，６と１対の鉤部材７，８により上下から挟むよ
うに係合して施錠されるため、施錠は強固に行われ、無理やりに前扉２１をこじ開けるよ
うな不正解錠を防止することができる。
【００４１】
このように、２対の鉤部材５，６，７，８によって施錠は強固に行われ、不正解錠を防止
できる共に、キャビネット２０と前扉２１との隙間から針金などを差し込んで行われる不
正解錠を、簡単な構成により防止することができる。
【００４２】
なお、上記実施形態では、スロットマシン用の施錠装置について説明したが、基枠体内に
ガラス枠用の施錠杆を配設する構造とすれば、本施錠装置はパチンコ機の施錠装置に適用
することができる。
【００４３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の施錠装置によれば、向き合うように配設されて係合部を上
下両側から挟むように係合する１対の鉤部材によって施錠は強固に行われ、不正解錠を防
止できる。また、連動杆と鉤部材が、キャビネットと前扉の隙間から差し込まれた針金が
達しにくい支持板の外側に配設されるから、施錠装置近傍の隙間から差し込まれた針金な
どでは、支持板が壁となって、連動杆や鉤部材を引っ掛けて摺動させることは困難となり
、針金などによる不正解錠を防止することができる。
【００４４】
さらに、各鉤部材は、各々解錠方向に力が加えられた場合、解錠方向に独立して傾動する
ため、ゲーム機のキャビネットと前扉との隙間から針金などを差し込んで行う不正解錠で
は、各鉤部材を同時に解錠方向に引くことは難しく、一部の鉤部材のみを解錠方向に引い
て解錠しようとしても、解錠は不可能となり、不正解錠を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示す施錠装置の正面図である。
【図２】同施錠装置の右側面図である。
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【図３】同施錠装置の背面図である。
【図４】同施錠装置の左側面図である。
【図５】同施錠装置の分解右側面図である。
【図６】同施錠装置の解錠時の左側面図である。
【図７】（ａ）は上部の鉤部材が傾動する状態の部分左側面図、（ｂ）は下部の鉤部材が
傾動する状態の部分左側面図である。
【図８】（ａ）は解錠時の要部拡大部分背面図、（ｂ）はスイッチ作動時の要部拡大部分
背面図である。
【図９】使用状態を示す同施錠装置の右側面図である。
【符号の説明】
１－基枠体
２－取付板
３－支持板
４－連動杆
４ｃ、４ｄ－下係合部
４ｅ，４ｆ－上係合部
５、６，７，８－鉤部材
９－カム板
１０－シリンダ錠
１２－スイッチ作動杆
２０－キャビネット
２１－前扉
２２－受け金具

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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